
  

ネット・SNSの利用について正しく理解していますか？ 

 □投稿された内容は、世界中に広まり、不特定多数の人が見ることができる。 

 □いったん投稿した情報は、完全に削除することはできない。 

 □誹謗中傷は人権侵害につながり、名誉毀損罪や侮辱罪の対象になる。 

 □投稿した文章・画像は、匿名であっても発信元が特定される。 

 □写した写真に位置情報が記録され、場所や住所等が特定されることがある。 

 

ネット・SNS等で犯罪被害者・加害者となった子供の多くは、 

家庭（保護者）から注意を受けていなかった！ 
 

守りたい・守らせたい６つの約束！ 

  

  ①デジタル機器を利用する目的・時間・場所・料金を決め、 

  ルールやマナーを守らせましょう。 

 

 ②他人の悪口を書き込んだり、他人の情報や画像を無断で投稿したり、 

  させてはいけません。 

 

 ③サイトを通じて知り合った人に個人情報を教えたり、不用意に会ったりすることはやめさせましょう。 

 

 ④自分の情報を不用意に発信することはやめさせましょう。また、ウイルス対策ソフトを導入し、最新の 

  状態を維持しましょう。 

 

 ⑤デジタル機器に組み込まれている「ペアレンタルコントロール」で、子供の視聴・利用について制限を 

  かけたり、有害サイトの閲覧を制限する「フィルタリング」を設定したりしましょう。 

 

 ⓺軽はずみに撮った写真や動画の投稿をさせてはいけません。 

 

 

  和歌山市「児童生徒の携帯電話（スマートフォン等）の使用に関する基本指針」より抜粋 

 ・携帯電話（スマートフォン等）の使用における問題点や危険性については、児童生徒と保護者の間で 

  認識のギャップがあるため、買い与える場合は保護者がそれらを十分理解したうえで判断すること。 

 ・家庭内でルール（利用目的・利用時間・利用場所等）を作り、守ること。また、学校の指導方針に従い、 

  学校にスマートフォン等を持ち込まないこと。 

 ・適切な利用環境を設定するために、必要のない機能を制限したり、フィルタリングの機能を設定したり 

  すること。 

 家庭でのこんなルールどうですか？（例）      わかやまネットトラブル相談窓口 

①スマートフォン等の利用は、午後９時までとします。  青少年（１８歳未満）対象   

 ②〇曜日は、ゲームをしません。            平日 １５時～１９時 

 ③言いたいことは、直接、言葉で伝えます。       （土日祝日、年末年始を除く） 

 ④食事中、学習中は利用しません。           URL：http://wntsm.jp/ 

 ⑤家庭内では、家族が集まる場所で利用します。        

 ⓺何かあれば、すぐに親に相談します。                 和歌山県 共生社会推進部 こども家庭局 こども支援課 

 

  インターネットを「使いこなす力」は、これからの社会で必要不可欠です。ネット・ＳＮＳを正しく知り、 

 家庭で安全な利用方法を考え、話し合った上で利用させましょう。 

✅チェックを 

 入れて確認 

 してください。 

トラブルに巻き込まれ

た場合は、学校や警察

に相談してください。 


